
簡易宿所（農業体験民宿）開業の手続きを行う場合のフロー（概要）

計画案及び見取図等を持って、最寄りの保健所（衛生課等）に事前相談
（旅館業法について、申請の手順と方法、必要書類等について説明を受ける）

農村滞在型余暇活動に必要
な役務が提供及びあっせん
できる

農務事務所

・農村滞在型余
暇活動に必要な
役務の提供及び
あっせんの確認

回答文書

事前確認
願の提出

建設事務所

建築基準法

消防本部・署

消防法

客室延べ床面積が

①３３㎡未満の場合（左記の場合
を除く。）

保健所（衛生課等）に相談し、指導を
受ける（法令の内容、規制緩和適用の
有無 等）

法令の内容、
規制緩和適用
の有無等につ
いて指導を受
ける

法令の内容、規制
緩和対象の有無及
び必要な消防用設
備の設置等につい
て指導を受ける

保健所に許可申請書を提出

食品衛生法 旅館業法

保健所の現地調査、改善指導
を受ける

許可証を受け取る

飲食店営業の許可証 旅館営業の許可証

保健所の指導に
より、必要な手
続き等を行う。 建設事務所の

指導により、必
要な手続き、改
修等を行う。

消防署の指導によ
り、必要な届け、申
請、改修等を行う。
現地調査を受ける。

必要な手続き、
改修等の完了

農業体験民宿の開設、営業開始

客室延べ床面積が
①３３㎡以上の場合

②３３㎡未満の場合（３．３㎡に宿泊
者の数を乗じて得た面積以上とする
場合に限る。）

回答書（写）持参

保健所

食品衛生法 旅館業法

農業体験民宿を開業意向の者

必要な手続き、
改修等の完了

農村振興課
（農村整備担当）

事前確認願・
回答書の写し

注）本フローは、関係手続きの全体像をつかむためのものであり、関係法令（旅館業法、建築基準法、消防法）の詳細は記載していない。
必ず関係法令の担当部署等において適正な対応を行うこと。

申請で
きない

確 認

該当しない 該当する 申請で
きる

規制緩和

事前協議手続き

検査済証

林務環境事務所

水質汚濁防止法

厨房施設、洗濯施
設、入浴施設のい
ずれか（特定施設）
を設置する場合は、

林務環境事務所の
指導を受け、６０日
前までに届出を行
う。

受理書

必要な手続き、
改修等の完了


